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ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ 

 

 平成１８年５月２３日開催の当行取締役会決議に基づく第１３回～第１６回の新株予約権の発行内容が、本日 

確定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

記 

第１３回 第１４回 第１５回 第１６回

1 新株予約権の発行日

2
新株予約権の発行数（新
株予約権１個当りの目的
となる株式数は1000株）

５，３４２　個 ３，０２７　個 １，４３９　個 ３３１　個

3
新株予約権の目的となる
株式の種類および数

当社普通株式
５，３４２，０００株

当社普通株式
３，０２７，０００株

当社普通株式
１，４３９，０００株

当社普通株式
３３１，０００株

5
新株予約権の行使により
発行または移転される株
式の総額

４，４０７，１５０，０００円 ２，４９７，２７５，０００円 １，１８７，１７５，０００円 ２７３，０７５，０００円

6
発行価額中資本に組入れ
る額

7 新株予約権の行使期間
平成２０年６月１日～
平成２７年６月２３日

平成１８年６月１日～
平成２７年６月２３日

平成２０年６月１日～
平成２７年６月２３日

平成１８年６月１日～
平成２７年６月２３日

8 新株予約権の行使条件

平成２０年６月１日から平成
２１年５月３１日までの間は、
原則として付与された新株予
約権の数の２分の１以内に
限って権利を行使することが
できる。ただし、「新株予約権
付与契約書」の定めにより、
全ての新株予約権が行使期
間初日から行使可能となる場
合がある。

原則として平成２０年６月１日
以降行使可能とし、さらに平
成２０年６月１日から平成２１
年５月３１日までの間は、付与
された新株予約権の数の２分
の１以内に限って権利を行使
することができる。ただし、「新
株予約権付与契約書」の定め
により、全ての新株予約権が
行使期間初日から行使可能
となる場合がある。

原則として平成２１年６月１日
以降行使可能とし、さらに平
成２１年６月１日から平成２３
年５月３１日までの間は、付与
された新株予約権の数の２分
の１以内に限って権利を行使
することができる。ただし、「新
株予約権付与契約書」の定め
により、全ての新株予約権が
行使期間初日から行使可能
となる場合がある。

原則として平成２１年６月１日
以降行使可能とし、さらに平
成２１年６月１日から平成２３
年５月３１日までの間は、付与
された新株予約権の数の２分
の１以内に限って権利を行使
することができる。ただし、「新
株予約権付与契約書」の定め
により、全ての新株予約権が
行使期間初日から行使可能
となる場合がある。

新株予約権行使に際して
払い込むべき１株当りの
金額（行使価額）

4

１株につき　４１３円

平成１８年５月２５日

新株予約権１個あたり　８２５，０００円（１株につき　８２５円）

平成１８年３月２０日に始まる３０取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示
を含む｡)の平均値（終値のない日数を除く｡）または発行日の東京証券取引所における当行株式普通取引の終値のいずれ
か高い方の価格であります。

 

【ご参考】 

（１）定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成１７年５月２４日 

（２）定時株主総会の決議日 平成１７年６月２４日 

以  上         
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